
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円 +（２６万５千円×世帯の被保険者数） ５割軽減
３３万円 +（４８万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円 +（２７万円×世帯の被保険者数） ５割軽減
３３万円 +（４９万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

所得が次の金額以下の方 軽減割合

所得から３３万円を引いた額が５８万円以下の方 ５割軽減

所得が次の金額以下の方 軽減割合

所得から３３万円を引いた額が５８万円以下の方 ２割軽減

区　　　　　　分 所得割 均等割
被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ９割軽減

区　　　　　　分 所得割 均等割
被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ７割軽減



区　　　　分

現役並の所得者
外来

〔個人単位〕
外来 + 入院

〔世帯単位〕

一　　般
外来

〔個人単位〕
外来 + 入院

〔世帯単位〕

住民税
非課税
世　帯

区分Ⅱ
外来

〔個人単位〕
外来 + 入院

〔世帯単位〕

区分Ⅰ
外来

〔個人単位〕
外来 + 入院

〔世帯単位〕

区　　　　　分 入院時生活療養費

以下のいずれにも該当しない者 １日につき３２０円

厚生労働大臣の定める者（指定難病患者を除く） １日につき０円

指定難病患者 １日につき０円

老齢福祉年金受給者 １日につき０円

区　　　　　分 入院時生活療養費

以下のいずれにも該当しない者 １日につき３７０円

厚生労働大臣の定める者（指定難病患者を除く） １日につき２００円

指定難病患者 １日につき０円

老齢福祉年金受給者 １日につき０円


